
Ⅳ 予防・危険物
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4 4 4 4 4

105 107 109 111 111

442 447 450 561 573

167 171 168 179 183

437 442 443 479 496

39 39 39 47 49

56 59 60 65 66

475 472 471 499 492

8 8 8 8 7

1 1 1 1

133 133

12 12 12 12 12

1 1

　 防火対象物とは、火災予防の目的を達成するために法規制を加える必要のあるものにつ
いて、 下表（消防法施行令別表第１）のとおり種類、又は用途により１項から２０項までに分
類される。 管内の防火対象物の総数（令和８年３月３１日現在）は、４，０３８棟で前年の３，９
９５棟に対して４３棟の増となっている。建築同意の件数は、前年度７５件に対して今年度は７
４件で１件の減となっている。
　 管内の危険物施設の総数(令和８年３月３１日現在)は２３３施設で、そのうち製造所１施設
、貯蔵所１３２施設、取扱所１００施設を有している。
　　※ 防火対象物数は、令和６年度から集計条件を変更したことにより増加となった。

57 57

115 122 125 154 156

17 17 17 17 18

令和6年度 令和7年度

(2024)
防 火 対 象 物 の 種 類

計

令和3年度 令和４年度 令和5年度

(2021) (2022)

3,568 3,596

 老人デイサービスセンター等

 幼稚園又は特別支援学校

 小中学校等各種学校

 図書館、博物館、美術館等

96

5 5

56 55

129 130 131

 性風俗関連特殊営業を営む店舗等

 飲食店

 百貨店、マーケット、物品販売店舗等

 旅館、ホテル、宿泊所等

 寄宿舎、下宿又は共同住宅

 待合、料理店その他これらに類するもの

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

55

 病院、診療所又は助産所

 老人短期入所施設等

１． 予防概要

(2025)

 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等

 遊技場又はダンスホール

 カラオケボックス等

2

イ

ロ

ハ

ニ

イ

ロ
1

 公会堂又は集会場

3,592

9

86

12

 （1）防火対象物の推移（過去５年）
（下記対象物数は、各年度末の3月31日現在の数） 

4 4

(2023)

4

9

88

13

 地下街

 準地下街

 重要文化財

 アーケード（延長50m以上）

 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場等

 上記以外の公衆浴場

 車両の停車場、船舶・航空機の発着場等

 神社、寺院、教会等

イ

ロ

10

11

3
イ

ロ

ロ

ハ

ニ

5
イ

 自治省令で定める舟車

 市町村長の指定する山林

 自動車車庫又は駐車場

 飛行機等の格納庫

 倉庫

 前各項に該当しない事業場

 特定複合用途防火対象物

 上記以外の複合用途防火対象物

 工場又は作業場

 映画スタジオ又はテレビスタジオ

ロ

6

イ

7

1６の3

17

18

19

20

14

15

16
イ

ロ

16の2

12
イ

ロ

13
イ

ロ

8

9

5 5

3,995 4,038

9 9 8

84 92 91

4 3 3

5

11 11 11

70 69

164 160 157 178 176

121 121 118

73 71 68

96 94

223 222

935 946 948 977 997

93 89
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山 国
地 区

5

1

10

2

2

4

496 434 31 9 16

計

5

1

1

17

1

6

11

4

1

4

1

4 3

3 3

183 165 2 3 8

111 107 1 2

573 454 30 17 61

49 43 3 1 1

1 1

492 368 60 9 38

7 2

1 3

156 135 5 3 9

7 3 1 2

133 93 13 6 17

1 1

3 1

94 32 16 24 12

18 17 1

69 59 3 1 4

5 1

3 3

997 987 6 2 2

222 174 10 11 23

91 62 6 6 12

5 5

11 10 1

本耶馬渓 耶馬溪
地 区 地 区 地 区 地 区
中 津

8 6 2

17  重要文化財

18  アーケード（延長50m以上）

19  市町村長の指定する山林

20  自治省令で定める舟車

三 光

176 166 3

57 41 10

12 8

66 55 1

16
イ

 1項～4項、5項ｲ、6項、9項ｲを含む
 複合用途防火対象物

ロ  上記以外の複合用途防火対象物

16の2  地下街

1６の3  準地下街

13
イ  自動車車庫又は駐車場

ロ  飛行機等の格納庫

14  倉庫

15  前各項に該当しない事業場

10  車両の停車場、船舶・航空機の発着場

11  神社、寺院、教会等

12
イ  工場又は作業場

ロ  映画スタジオ又はテレビスタジオ

7  小中学校等各種学校

8  図書館、博物館、美術館等

9
イ  公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場等

ロ  上記以外の公衆浴場

6

イ  病院、診療所又は助産所

ロ  老人短期入所施設等

ハ  老人デイサービスセンター等

ニ  幼稚園又は特別支援学校

イ  待合、料理店その他これらに類するもの

ロ  飲食店

2

4  百貨店、マーケット、物品販売店舗等

5
イ  旅館、ホテル、宿泊所等

ロ  寄宿舎、下宿又は共同住宅

（令和8年3月31日現在）
 （2）防火対象物の現況（地区別）

4,038 3,435 205 110 212 76

防 火 対 象 物 の 種 類

1
イ  劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ  公会堂又は集会場

計

イ  キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等

ロ  遊技場又はダンスホール

ハ  性風俗関連特殊営業を営む店舗等

ニ
 カラオケボックス等個室において業務を
 営む店舗等

3
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 （3）防火対象物査察の実施状況（過去５年）

防 火 対 象 物 の 種 類

計

1
イ  劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ  公会堂又は集会場

2021年度

18

944

（令和５年度） （令和６年度） （令和７年度）

2

イ  キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等

ロ  遊技場又はダンスホール

ハ  性風俗関連特殊営業を営む店舗等

ニ
 カラオケボックス等個室において業務
 を営む店舗等

3
イ  待合、料理店その他これらに類するもの

ロ  飲食店

4  百貨店、マーケット、物品販売店舗等

5
イ  旅館、ホテル、宿泊所等

ロ  寄宿舎、下宿又は共同住宅

6

イ  病院、診療所又は助産所

ロ  老人短期入所施設等

ハ  老人デイサービスセンター等

ニ  幼稚園又は特別支援学校

7  小中学校等各種学校

8  図書館、博物館、美術館等

9
イ  公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場等

ロ  上記以外の公衆浴場

15  前各項に該当しない事業場

10  車両の停車場又は船舶等の発着場

11  神社、寺院、教会等

12
イ  工場又は作業場

ロ

13
イ  自動車車庫又は駐車場

ロ  飛行機等の格納庫

 映画スタジオ又はテレビスタジオ

20  自治省令で定める舟車

16の2  地下街

1６の3  準地下街

17  重要文化財

19  市町村長の指定する山林

18  アーケード（延長50m以上）

イ
 1項～4項、5項ｲ、6項、9項ｲを含む
 複合用途防火対象物

ロ  上記以外の複合用途防火対象物

（令和３年度） （令和４年度）

419

2

1

20 40

8 37

24 35

93

1 1

4 12

1 3

5 7 10 4 7

16

14  倉庫

5

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

301 661 769

8

33 4 55 5 44

95 5 74

47 58 130 23 122

1 4 4 2

4

57 31 68

3 2 53 72

12 24 48 9 55

21 33 44

55 50 22 95 55

12 4 17 12

4 124

1 5 5 3

1

3 1 3

21

20 113 106

2 2 8 11 7

13 7 17 79 86

3 2 118 7620

57 11 111 13 84

24 1 16 1

1

（下記表の数は、各年度中の査察実施数） 

2

11
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計

3 3

3 1

9 3

10 9 1

1 1

11 1 10

1 1

5 1 4

20

1 1

5

13
イ  自動車車庫又は駐車場

ロ  飛行機等の格納庫

14  倉庫

15  前各項に該当しない事業場

17  重要文化財

18  アーケード（延長50m以上）

 上記以外の複合用途防火対象物

16の2  地下街

1６の3  準地下街

19  市町村長の指定する山林

20  自治省令で定める舟車

5

20

12

4
16

イ
 1項～4項、5項ｲ、6項、9項ｲを含む
 複合用途防火対象物

ロ

 車両の停車場、船舶・航空機の発着場

11  神社、寺院、教会等

12
イ  工場又は作業場

ロ  映画スタジオ又はテレビスタジオ

7  小中学校等各種学校

8  図書館、博物館、美術館等

9
イ  公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場等

ロ  上記以外の公衆浴場

10

6

イ  病院、診療所又は助産所

ロ  老人短期入所施設等

ハ  老人デイサービスセンター等

ニ  幼稚園又は特別支援学校

3
イ  待合、料理店その他これらに類するもの

ロ  飲食店

4  百貨店、マーケット、物品販売店舗等

5
イ  旅館、ホテル、宿泊所等

ロ  寄宿舎、下宿又は共同住宅

2

イ  キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等

ロ  遊技場又はダンスホール

ハ  性風俗関連特殊営業を営む店舗等

ニ
 カラオケボックス等個室において業務
 を営む店舗等

防 火 対 象 物 の 種 類

1
イ  劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ  公会堂又は集会場

用 途
変 更

1 1

（令和7年度中）
 （4）消防同意件数（計画変更を含む）

計 74 54 20

新 築 増 築 改 築 移 転 修 繕 模様替
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 （5）中高層建築物数

計

128

1 1

29 3 2

1 1

7 5 5

20 15 1 4

1 1

7 7

6 1

8 2 6

1 1

1 1

96 40 11 9 10

1 1

1 1

16
イ

 1項～4項、5項ｲ、6項、9項ｲを含む
 複合用途防火対象物

ロ  上記以外の複合用途防火対象物

2 2

6 3 3

1 1

13
イ  自動車車庫又は駐車場

ロ  飛行機等の格納庫

14  倉庫

15  前各項に該当しない事業場

10  車両の停車場又は船舶等の発着場

11  神社、寺院、教会等

12
イ  工場又は作業場

ロ  映画スタジオ又はテレビスタジオ

7  小中学校等各種学校

8  図書館、博物館、美術館等

9
イ  公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場

ロ  上記以外の公衆浴場

6

イ  病院、診療所又は助産所

ロ  老人短期入所施設等

ハ  老人デイサービスセンター等

ニ  幼稚園又は特別支援学校

3
イ

 待合、料理店その他これらに類する
 もの

ロ  飲食店

4  百貨店、マーケット、物品販売店舗等

5
イ  旅館、ホテル、宿泊所等

ロ  寄宿舎、下宿又は共同住宅

防 火 対 象 物 の 種 類

1
イ  劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ  公会堂又は集会場

2

イ  キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等

ロ  遊技場又はダンスホール

ハ  性風俗関連特殊営業を営む店舗等

ニ
 カラオケボックス等個室において業務
 を営む店舗等

2 19

5

2

2

計 190 85

（令和8年3月31日現在）

8階
10階
以上

2 2831 19 17 8

4階 5階 6階 7階

5

8

9階
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計

防 火 対 象 物 の 種 類

対 象 物 数

 神社、寺院、教会等

 工場又は作業場

 映画スタジオ又はテレビスタジオ

 自動車車庫又は駐車場

 飛行機等の格納庫

 倉庫

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 公会堂又は集会場

 カラオケボックス等個室において業務を営む店舗等

 老人短期入所施設等

 老人デイサービスセンター等

 幼稚園又は特別支援学校

 キャバレー･カフェ・ナイトクラブ等

 遊技場又はダンスホール

 性風俗関連特殊営業を含む店舗等

 待合、料理店その他これらに類するもの

 飲食店

95

46

207

16

84 10

57 70

9 2

20

 アーケード（延長50m以上）

 市町村長の指定する山林

 自治省令で定める舟車

16の2

1６の3

17

 地下街

 準地下街

 重要文化財

18

19

10

11

12
イ

ロ

 車両の停車場等

 1項～4項、5項ｲ、6項、9項ｲを含む複合用途防火

 対象物

 上記以外の複合用途防火対象物

 前各項に該当しない事業場

13
イ

ロ

14

15

16
イ

ロ

7

8

9
イ

ロ  上記以外の公衆浴場

 小中学校等各種学校

 図書館、博物館、美術館等

 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場等

ロ

4

5
イ

ロ

 百貨店、マーケット、物品販売店舗・展示場

 旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

 寄宿舎、下宿又は共同住宅

6

イ

ロ

ハ

ニ

 病院、診療所又は助産所

 （6）消防用設備等点検結果報告書の届出が必要な対象物
（令和8年3月31日現在）

48

207

965

67

94

18

127

154

11

5

1
イ

ロ

2

イ

ロ

ハ

ニ

3
イ

5 3 8

78 6 84

1,000㎡

未満 以上
計

1,000㎡

11

22 35 57

133 4 137

14 4

2 1 3

108

11

3 2

870

51

40

5 1 6

1 1

468

43 5

348 120

36 4

120 31 151

44 11 55

376 66 442

228 72 300

2,849 616 3,465

4 4

1 1 2
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 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 公会堂又は集会場

 カラオケボックス等個室において業務を
 営む店舗等

 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等

 遊技場又はダンスホール

 性風俗関連特殊営業を含む店舗等

計

防 火 対 象 物 の 種 類

 神社、寺院、教会等

 工場・作業場

 映画スタジオ・テレビスタジオ

 自動車車庫又は駐車場

 飛行機等の格納庫

 倉庫

18

19

20

 アーケード（延長50m以上）

 市町村長の指定する山林

 自治省令で定める舟車

16の2

1６の3

 車両の停車場等

7

13
イ

ロ

14

10

11

12
イ

ロ

17

 地下街

 準地下街

 重要文化財

 1項～4項、5項ｲ、6項、9項ｲを含む複合
 用途防火対象物

 上記以外の複合用途防火対象物

15

16
イ

ロ

 前各項に該当しない事業場

9
イ

ロ  上記以外の公衆浴場

 小中学校等各種学校

 図書館、博物館、美術館等

 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場等

4

5
イ

ロ

 百貨店、マーケット、物品販売店舗等

 旅館、ホテル、その他これに類するもの

 寄宿舎、下宿又は共同住宅

6

イ

ロ

ハ

ニ

 病院、診療所又は助産所

 老人短期入所施設等

 老人デイサービスセンター等

 幼稚園又は特別支援学校

ロ

ハ

ニ

3
イ

ロ

 待合、料理店その他これらに類するもの

 飲食店

8

797

2

4

35

5

21

46

1

1

63

17

3

56

計

6

67

11

 （7）防火管理者選任を要する対象物

9

42

53

10

3

4

107

126

17

69

30

4
1

イ

ロ

2

26

41

43

9

35

4

イ

3

4

4

12

31

82

15

68

591

1

41

53

15

1

45 1

15

10

1

206

2

1

1

1

4

1

10

76

44

2

（令和8年3月31日現在）

乙種防火管理者を選任
しなければならない対象物

2

2443

11

甲種防火管理者を選任
しなければならない対象物
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14

31

 （8）各種届出事務処理状況

火を使用する設備等の
設置の届出

ボイラー等設置届出

変電設備設置届出

発電設備設置届出

（令和７年度中）

41

6

区　　　分 種　　　　　　別 届出数

47

避難器具

消
 

防
 

用
 

設
 

備
 

等
 

届
 

出
 

状
 

況

計

計

14

274

蓄電池設備設置届出

164

27

83

ネオン管灯設備設置届出

14

7

指定数量未満の危険物等
の貯蔵取扱の届出

圧縮アセチレンガス等の
貯蔵又は取扱の届出

少量危険物貯蔵取扱の届出

指定可燃物貯蔵取扱の届出

液化石油ガス

火災とまぎらわしい
行為等の届出

火災とまぎらわしい煙の届出

煙火打上届出

催物開催届出

30

排煙設備
連結散水設備

44

31

警報設備

消火設備

避難設備

消火活動上
必要な施設等

毒物・劇物の届出

ガス漏れ警報設備

消防機関へ通報する火災報知設備

漏電火災警報器

屋内消火栓設備

誘導灯

39非常警報設備
自動火災報知設備

消防検査

55

着工届 設置届

連結送水管
非常コンセント設備

消 防 用 設 備 等 の 種 類

屋外消火栓設備

パッケージ型消火設備

パッケージ型自動消火設備

動力消防ポンプ設備

103

6 12

1

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備

泡消火設備

二酸化炭素消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

消防用水

1 1

6

1 1

1 1 1

1 2 1

1

1 2

25 19

1 2

58 158 91

1 1

1
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53

 （2）危険物施設の推移（過去５年）
（下記施設数は、各年度末3月31日現在の数）

8

製
造
所

貯
蔵
所

8

計 233 184 21 11 9

2022年度

（令和４年度）

2023年度

（令和５年度）

2024年度 2025年度

（令和６年度） （令和７年度）

1 1

240

8 8

48 49 49

139

40 40

39 40

1 1

100 79 7 6 4 4

47 42 2 1 1 1

53 37 5 5 3 3

132 104 14 5 5 4

8 8

16 7 3 5 1

30 20 5 3 2

一般取扱所

　取扱所（計）

41 36 4

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

　貯蔵所（計）

給油取扱所

1

1

31 1 1

2

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

山 国
地 区 地 区 地 区 地 区 地 区

本耶馬渓 耶馬溪
計

中 津 三 光

簡易タンク貯蔵所

1

1

1

2

地下タンク貯蔵所

2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　地区
 区分

1 1

41 41

36 35

54

16

8 8

139

241 243 236 233

135 132

2

30

52

2 2 2

31 30 30

19 19 18

2021年度

48一般取扱所

　取扱所（計）

計

35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度
 区分

製造所

　製造所（計）

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

38

（令和３年度）

1

1

取
扱
所

138

53

2

31

20

101

52

（令和8年3月31日現在） 

47

101 103 100 100

2． 危険物

 （1）危険物施設数（地区別）

屋外貯蔵所

　貯蔵所（計）

給油取扱所

39

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

1 1

製造所

　製造所（計）

製
造
所

貯
蔵
所

取
扱
所

屋内貯蔵所
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 （3）危険物施設の査察実施数（過去５年）
（下記の査察数は、各年度の実施数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度
 区分

計
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

（令和3年度）（令和4年度）（令和5年度）（令和6年度）（令和7年度）

製
造
所

製造所 3 1 1 1

　製造所（計） 3 1 1 1

貯
蔵
所

屋内貯蔵所 34 1 1 7

屋内タンク貯蔵所 3 2

9 16

屋外タンク貯蔵所 36 4 1 2 1 28

1

地下タンク貯蔵所 22 4 4 9 5

移動タンク貯蔵所 44 14 2 12 12 4

簡易タンク貯蔵所

給油取扱所 82 21 17 14

7

　貯蔵所（計） 146 23 8 32 22 61

屋外貯蔵所 7

27 38 22

計 291 55 32 60 60 84

取
扱
所

　取扱所（計） 142 31 24

28 2

一般取扱所 60 10 7 13 10 20

 （4）危険物事務処理状況 (許可又は検査の申請件数）
（令和7年度中）

許可 完成
廃
止
届

仮
使
用

保安監督者
設置
許可

変更
許可

選任届 解任届

1

移動タンク 設置
完成

変更
完成

移動
タンク

転出 転入 転入

6 6

1 1

1 111

1 1 1

20201

2 2

1 1 2

121 24 12

9 1 8

16

1 34 1

33 1 33

25

8 6 4

24
取
扱
所

2 34 4 33 54

1 32 18

7

1 1 353

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

51

製
造
所

貯
蔵
所

6

341

1

計 214

取扱所（計）

給油取扱所

一般取扱所

5製造所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度

　区分

計

134

5

75

36

91

貯蔵所（計）

製造所（計）

12

4

5

13

41

屋内タンク貯蔵所
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1

　火薬類消費許可申請

2

保安責任者
選　解　任

63

届出件数

申請件数

火薬類届出

譲　受
25㎏以下

合計

80

保安責任者
解　　任

仮貯蔵・仮取扱

消費年報

譲　受
火工品

2

保安責任者
選　　任

20㎘
を超える

仮貯蔵

仮取扱

1

3

 10㎘
　　　　 ～20㎘

2

　 1,000㎘

 600ℓ～
　　　　 ～10㎘

1

 2,000㎘
を超える　　～2,000㎘

タ ン ク 検 査

3

総件数

12

煙　火
消　費

譲　受
25㎏超

 （5）火薬類消費許可申請事務処理状況

件　数

水張検査

水圧検査 小計

件　数

64

600ℓ以下

15

10kℓ以下小計

16 14

46

　 10㎘
　　～1,000㎘

2

譲　渡

1

廃　棄

（令和7年度中）
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